
「保健事業と介護予防の地域課題及び事業評価に係るデータ分析支援業務委託」企画提案に関する質問・回答 

 項 目 質 問 回 答 

１ 仕様書４委託内容 

「データ分析の内

容」について 

「データ分析の内容」に示された分析

項目について、全て、受領データで行

えることを確認済み、という認識でよ

いか。それとも、項目によっては他の

データも検討する必要が生じる可能性

があるか。 

別紙１「データ分析の内容」に示した

分析項目については、本市より提供す

るデータで分析可能であることを確

認済みです。ただし、中間報告や関係

機関との連携会議等を通じて、新たな

意見や必要性が生じた際には、不足し

ていたデータの追加提供または追加

での分析を実施していただく可能性

があります。 

２ 仕様書４委託内容 

「データ分析の内

容」について 

「データ分析の内容」における「マッ

ピング」に用いるツールは任意、とい

う認識でよいか。 

 

お見込のとおりです。 

どのように可視化し、課題を明確にで

きるか、企画提案の中でご教示くださ

い。 

３ 仕様書４委託内容 

「結果報告及び今後

の事業展開への助

言」について 

仕様書４（３）における「庁内外関係部

署・関係機関との連携会議への出席」

については、庁外からのオンラインに

よる出席も可能か。 

事前の打ち合わせはオンラインでも

可能ですが、詳細な説明や質疑応答に

対応するために、会議当日は現地での

参加が望ましいと考えます。 

４ 仕様書４委託内容 

「個人情報の匿名化

対応に伴う機器」に

ついて 

 

・庁内にて匿名化対応を行うための環

境として、端末などの機器は千葉市か

ら提供いただける想定でよいか。 

 

・個人情報の匿名化を行う場合、その

作業を（庁内にて）外部から持ち込ん

だ PCを用いて行うことは可能か。 

受注者が用意するソフトウエアを、本

市の PC 端末にインストールした上

でデータの匿名化及び紐づけ作業を

行うことを想定し、仕様書では「環境

整備」としています。 

外部から持ち込んだ PC 端末を用い

て作業を行うことはできません。 

５ 仕様書４委託内容 

「個人情報の匿名

化」について 

仕様書４（４）に「発注者が個人情報を

匿名化して、受注者へデータを提供」

とあり、かつ「企画提案書作成事項」に

「個人情報の取扱い体制」として「カ

ナ氏名、生年月日、性別の３情報のみ

で個人を特定し、各種情報の結合に繋

げることが可能か」とあるが、「カナ氏

名、生年月日、性別」については、適切

な個人情報管理の手続きを踏めば、匿

名化のための加工をせずに持ち出すこ

とが可能、という認識でよいか。それ

とも、これらの項目についても匿名化

を行わないと持ち出すことは難しい

か。 

匿名化の方法については、上記４の回

答のとおりであり、本市から個人情報

を外部に持ち出す際には、全て匿名化

することを想定しています。 



６ 仕様書５提供データ 

「別紙２の事業に関

連する電子データ」

のデータ項目につい

て 

 

仕様書にある「５ 提供データ」の「別

紙２の事業に関連する電子データ」は

どのようなデータ項目を準備いただく

想定か。データレイアウトなどがあれ

ば、提供可能か。 

 

仕様書別紙２に記載の事業に関連す

る、事業対象者、参加者等のエクセル

リストを想定しています。各事業でレ

イアウトが違いますが、カナ氏名・生

年月日・性別の３情報は含まれます。

レイアウトの詳細は契約後に別途協

議の予定です。 

７ 仕様書５提供データ 

「別紙２の事業に関

連する電子データ」

と KDB との紐づけ

について 

 

仕様書にある「５  提供データ」の

「KDB 突合 CSV データ」と「別紙２

の事業に関連する電子データ」は、「企

画提案書作成事項」にあるカナ氏名・

生年月日・性別の３情報にて、紐づけ

を行う想定だが、仮に３情報で、一意

に特定できない対象は、千葉市職員に

て判断いただく想定でよいか。 

カナ氏名・生年月日・性別の３情報で 

特定できない対象については、本市に

て判断します。 

ただし、特定できない場合の本市の作

業負担を極力最小化するための方策

がある場合には、企画提案の中でご教

示ください。 

８ 仕様書６成果物 

別紙１「データ分析

の内容」の介護予防

事業評価（個人ごと

の詳細状況把握）に

ついて 

「個人ごとの詳細状況把握」とあるが、

個人ごとのアウトプットは、仕様書の

「６ 成果物」にある「作業報告書」に

は記載せず、「分析結果データ」として

提供することでよいか。 

（作業報告書に個人ごとの結果を記載

した場合、大量のページ数になると想

定されるため） 

個人ごとの詳細状況把握については、

個人ごとの詳細状況が把握できるデ

ータをご提供いただく想定です。作業

報告書では、件数や出力帳票の参考例

等の概要をお示しいただき、全員分を

印刷する必要はありません。 

９ 仕様書６成果物 

「分析結果データ」

について 

 

「データ分析の内容」にある「介護予

防事業評価」の「個人ごとの詳細状況

把握」において対象者ごとに作成する

資料には、匿名化後に付与した IDを記

載して納品する（どの対象者の資料で

あるかはその IDで識別いただく）、と

いう認識でよいか。 

お見込の通り。 

匿名化する際に、ＩＤとの対照表を千

葉市に提供いただき、それを基に個別

対象者の支援に活用する想定です。 

10 仕様書６成果物 

「作業報告書」につ

いて 

 

仕様書６成果物に示された「作業報告

書」に含めるべき内容は、基本的に「分

析結果のまとめ」という認識でよいか。

４（３）における「事業の方向性につい

ての助言」や「次年度以降の事業展開

についての提案」も含めるべきか。 

作業報告書では、分析の結果にて明ら

かとなった地域課題、各事業の評価、

対象者の経年変化等について考察し

ていただき、それらを踏まえて、今後

の事業のあるべき方向性やデータの

活用方法等についても提案として含

めていただくことを想定しています。 

 


